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2021 年９月 10日 

 

各 位 

会社名 株式会社東京機械製作所 

代表者名 代表取締役社長 都並 清史 

問合せ先 総務部長 中野 実 

 （TEL：03－3451－8591） 

 

９月 10 日付で当社よりアジアインベストメントファンドらに送付した 

質問状（必要情報リスト）について 

 

 当社は、2021 年８月６日の当社取締役会において、アジアインベストメントファンド株式会社（以下「ア

ジアインベストメントファンド」といいます。）及びアジア開発キャピタル株式会社（以下「アジア開発キ

ャピタル」といい、アジアインベストメントファンド及びアジア開発キャピタルを合わせて「アジアイン

ベストメントファンドら」といいます。）による当社株式を対象とする買集め行為（以下「本買集め」とい

います。）により、アジアインベストメントファンドらが、2021 年７月 21 日時点において、株券等保有割

合として 32.72％に相当する当社株式を保有するに至ったことを踏まえ、当社株式の大規模買付行為等へ

の対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入し（注１）、その後、2021 年８月 30 日開催の取締

役会において、本対応方針に基づき、取締役全員の一致により、第１回Ａ新株予約権（以下「本新株予約

権」といいます。）を株主の皆様に無償で割り当てること（以下「本対抗措置」といいます。）につき、決定

いたしました（注２）。 

 かかる本対抗措置の発動については、2021 年 10 月下旬頃開催予定の当社臨時株主総会（以下「本株主

意思確認総会」といいます。）において、本対抗措置の発動に関する承認議案が承認可決されなかった場合

には、本新株予約権の無償割当てを中止することとしております。 

 

（注１）本対応方針の詳細については、2021 年８月６日付プレスリリース「アジアインベストメントファ

ンド株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応

方針について」（以下「本対応方針リリース」といいます。）をご覧ください。 

（注２）本新株予約権の内容、その他本対抗措置の詳細については、2021 年８月 30 日付プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償割当て及び株主意思確認を臨時株

主総会において行うことに関するお知らせ」をご覧ください。 

   

本対応方針においては、大規模買付者が大規模買付行為等（議決権割合が 20％以上となるような当社株

券等の買付行為等）を行おうとする場合には、これを受け入れるか否かについての株主の判断にあたり十
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分な情報提供がなされるよう、大規模買付行為等又は大規模買付行為等の提案に先立ち、その 60 営業日前

までに、本対応方針に定められた手続きに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む一定の内容等（①

大規模買付者の名称、住所、②設立準拠法、③代表者の氏名、④国内連絡先、⑤提案する大規模買付行為等

の概要、⑥本対応方針に定められた手続きに従う旨の誓約）を日本語で記載した意向表明書を、当社の定

める書式により当社取締役会に提出していただくことが定められております。また、当社取締役会は、当

社が大規模買付者から大規模買付行為等意向表明書を受領した日の翌日から起算して原則として５営業日

以内に、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する情報（以下「必要情報」といいます。）について

記載した書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要情報リストの記

載にしたがい、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただくことが定められております。 

なお、本対応方針上、大規模買付者にあたるアジアインベストメントファンドらは、本対応方針導入後

に新たに当社株式を取得する場合、当該株式取得が大規模買付行為等に該当するため、かかる所定の手続

を遵守することが明示的に求められています。 

 

しかしながら、アジアインベストメントファンドらは、本対応方針が導入された 2021 年８月６日の翌日

以降も当社株式の買集めを進め、同月 23 日に提出した大量保有報告書の変更報告書 No.９によれば、2021

年８月 16 日現在、共同で 3,372,500 株(株券等保有割合 38.64％に相当する当社株式)を保有するに至って

おります。アジアインベストメントファンドらは、追加取得に関して当社への連絡を行っておらず、当然、

本対応方針に基づく意向表明書の提出も行われておりません。したがって、追加取得は、本対応方針上の

手続を遵守することなく行われたものであり、追加取得に応じるか否かについて株主の皆様の適切なご判

断の機会を奪うものと言わざるを得ません。 

 

なお、当社は、本対応方針の導入に先立つ 2021 年８月３日、当社株式の支配権取得を目的とされている

のであれば、当社一般株主がアジアインベストメントファンドらの株式取得に応じるか否か検討すること

を可能にするために、当社の経営支配権を取得した後の経営方針等に関する情報を提供し、かつそれを検

討するための考慮期間を確保するよう書面にてアジアインベストメントファンドらに対して要請しており

ました。これに対して、アジアインベストメントファンドらからは、2021 年８月 10 日付けで、かかる要

請に応答する当社宛書簡を受領いたしましたが、その内容は、当社の同月６日付けの適時開示の内容を激

しく非難する一方で、アジアインベストメントファンドらによる経営支配権獲得の目的やその後の当社の

経営方針については、「貴社の株式価値が、市場から著しく低廉に評価されていることから、引き続き貴社

の現経営陣に経営を委ねた上で（当社らは、取締役候補者を派遣することを予定しておりません。）、貴社

現経営陣と建設的な対話を重ね、株主総会における議決権を適切に行使することを通じて、貴社の企業価

値・株式価値を向上することができるものと考え、貴社の支配権の取得を目的として、貴社株式の取得を

行うに至りました」、「当社らが貴社株式を取得したことが、貴社の企業価値・株式共同の利益を損なうも

のではないと考えております」と述べるのみでした。 
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更に、アジアインベストメントファンドらは、当社経営陣による唯一の対話の機会であった８月 27 日面

談においても、当社の主要製品である輪転機や当社が属する印刷機械の業界について知見がないことを自

認しつつ、本買集めを行った理由についても、単に株価が安かったから等と述べるだけで、当社の事業の

どのような点に興味をもってこれだけの規模の投資を行うに至ったのか、今後どのようにして当社の企業

価値を向上させるのか等については何ら述べるところはありませんでした。 

このように、本日に至るまで、アジアインベストメントファンドらからは、本買集めの目的を始めとす

る本買集めに関する情報が当社や当社の株主に対して何ら提供されておりません。 

 

上記のとおり、当社は、2021 年 10 月下旬に開催予定の本株主意思確認総会において、本対抗措置の発

動に関する承認議案が承認可決されなかった場合には、本新株予約権の無償割当てを中止することとして

おりますが、本株主意思確認総会における株主の皆様の判断にあたり、アジアインベストメントファンド

ら（大規模買付者）による大規模買付行為等が当社の企業価値ないし株主共同の利益に及ぼす影響を踏ま

えていただくことを可能とすべく、アジアインベストメントファンドらに対して、本対応方針において想

定されていたように、本買集めに関する必要かつ十分な情報の提供を改めて求めることが適切であると考

えるに至りました。 

そこで、当社は、本日付で、アジアインベストメントファンドらに対して質問状（必要情報リスト）を送

付いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、質問状の内容は、添付別紙をご参照ください。 

以上 




















